
Ⅲ

●適性・能力に関係のない事項（本人に責任のない事項や、本来自由であるべき

　事項（思想・信条にかかわること））を、エントリーシート・応募用紙・面接・

　作文などによって把握すること

●身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること

とは)

★このため、これらの事項を、エントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時に
　おいて尋ねる、作文の題材とするなどによって把握することは、就職差別につなが
　るおそれがあります。

★「身元調査」、「全国高等学校統一応募用紙や厚生労働省履歴書様式例に基づかな
い事項を含んだ応募書類（社用紙）の使用」、「合理的・客観的に必要性が認めら
れない採用選考時の健康診断（健康診断書の提出）」は、就職差別につながるおそ
れがあります。
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（思想・信条にかかわること）」

★労働者に求められる
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　次の①～⑪の事項を、エントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時にお
いて尋ねる、作文の題材とするなどによって把握することや、⑫～⑭を実施する
ことは、就職差別につながるおそれがあります。

⑬「全国高等学校統一応募用紙や厚生労働省履歴書様式例に基づかない事項を含
んだ応募書類（社用紙）」の使用

（注１）「戸籍謄（抄）本」や本籍が記載された「住民票（写し）」を提出させることは、①の事項の
　　　把握に該当することになります。
（注２）「現住所の略図等」を提出させることは、③④などの事項を把握したり、⑫の「身元調査」に
　　　つながる可能性があります。
（注３）⑭は、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出さ
　　　せることを意味します。

⑩ 「労働組合（加入状況や活動歴など）」、「学生運動などの社会運動」に関すること

（思想・信条にかかわること）の把握）
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【①本籍／（注１）戸籍謄（抄）本・住民票（写し）】

　人を雇う際に「戸籍謄（抄）本の提出」を求めるなどによって「本籍」を調べる習慣は、我が国の
資本主義発達段階の初期において、身元を確認するための手段として生まれたものだと言われていま
す。その後、この習慣は踏襲され続け、今となっては何のためにこれを求めるのか明確でないのに従
来からの慣行として事務的に求めている場合があります。
　しかしながら、この本籍・戸籍謄（抄）本というものは、同和関係者であることなどを理由とした
差別に用いられたり偏見を招くおそれのあるものであるということや、それが把握されることによっ
て多くの人々を不安にさせているということについて、深く認識する必要があります。「本籍によっ
て差別するつもりはなく、特に必要性はないけれども事務的に戸籍謄（抄）本の提出を求めた」では
すまされないことについてご理解ください。本籍が記載された「住民票（写し）」も、考え方は「戸
籍謄（抄）本」と同様です。
　また、外国人（在日韓国・朝鮮人を含む）の場合、採用選考段階において、応募者から「在留カー
ド」や「特別永住者証明書」などを提示させることは、国籍など適性・能力に関係のない事項を把握
することにより、採否決定に偏見が入り込んだり、応募機会が不当に失われたりするおそれがありま
す。在留資格や資格外活動許可の有無等の確認については、採用選考時は口頭または書面による確認
とし、採用内定後に「在留カード」の提示を求めるという配慮が必要です。

※　特別永住者は就労活動に制限はなく、また、外国人雇用状況の届出の対象にはなりません。
　　なお、応募用紙の「本籍」欄については、「（中卒用）職業相談票（乙）」「全国高等学校統一
応募用紙」は平成８年４月より削除されています。

【②家族に関すること】

　「家族」の職業（有無・職種・勤務先など）・続柄（家族構成を含む）・健康・病歴（遺伝性疾患
の家系であるか等）・地位・学歴・収入・資産などを応募用紙や面接などで把握しようとする事例が
見受けられますが、それらの事項は、本人の適性・能力に関係のないことです。
　そもそも、両親のいる家庭であるかとか、親などの家族がどんな仕事についているか、会社の中で
どんな役職か、どれほどお金持ちかなどによって、本人の就職が左右されてよいはずがありません。
また、親などの家族の状況から本人の適性・能力などを推しはかろうとする考え方も、家柄を重んじ
るなどの前近代的な因習に基づく多くの予断と偏見が作用したものということができます。
　「面接において家族について尋ねたのは、応募者をリラックスさせるために、答えやすい身近な話
題として出しただけであり、何かを差別しようとするつもりはなかった」などという場合もありま
す。しかし、ひとたび尋ねて把握してしまえば、それは知らないうちに偏見や予断を招き、本人に対
する評価・見方にフィルターがかかります。はじめは差別するつもりはなかったということでも、結
果として、把握したことが採否決定に影響を与え、就職差別につながるおそれがあるのです。
　また、家族について尋ねるということは、例えば家族の離死別・失業など、本人に責任のないそれ
ぞれの家族のさまざまな事情に立ち入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情を尋ねられたくな
いと思っていたならば、本人を傷つけたり、動揺させて面接時に実力を発揮できなくさせ、結果とし
てその人を排除してしまうことにもなりかねません。
　家族に関することは、尋ねる必要がないばかりか、本人自身の適性と能力を公平かつ客観的に評価
するためにあえて尋ねないようにする考え方が必要です。

【③住宅状況・④生活環境・家庭環境】

　「住宅状況」「生活環境」「家庭環境」などは、そもそも本人の適正・能力に関係のない事項です
が、それらを把握すれば、そこから本人や家族の生活水準（収入水準・家柄など）を推測し、さらに
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それに基づいて人物を評価しようとする考え方に結びつくおそれがあります。

【⑤～⑪本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）】

　「宗教」「支持政党」「人生観・生活信条など」「尊敬する人物」「思想」「労働組合（加入状況
や活動歴など）」「学生運動などの社会運動」「購読新聞・雑誌・愛読書」など、思想・信条にかか
わることを採否の判断基準とすることは、憲法上の「思想の自由（第19条）」「信教の自由（第20
条）」などの精神に反することになります。思想・信条にかかわることは、憲法に保障された本来自
由であるべき事項であり、それを採用選考に持ち込まないようにすることが必要です。
　また、選挙権が18歳以上に引き下げられたことから、高校生に対する採用面接の際、「選挙に行っ
たか？」、「高校生が有権者として政治活動に参加することについて、どう思うか」等の質問が行わ
れています。高校生に限らず、選挙での投票行動等の政治的な活動に関する質問については、「思
想・信条にかかわることの把握」につながる可能性が高く、就職差別につながるおそれがあります。

【⑫身元調査】

　企業が従業員の採用に当たって、応募者の本籍、生活状況、家族の状況などを調査することは、応
募者の適性・能力に関係のない事柄を把握してそれを採用基準とすることになり、その結果、本人の
就職の機会が不当に閉ざされることになります。
　身元調査においては、居住地域等の生活環境等を実地に調べたり、近所や関係者への聞き込みや
様々な書類・データを収集することなどによって、本人やその家族に関する情報を広く集めることに
なりますが、その中で、意図しなくても、本人の本籍・生活環境や家族の状況・資産などの本人に責
任のないことや、思想信条にかかわることなど、本人の適性・能力とは関係のない、差別の原因とな
るおそれのある事項が把握されることとなります。
　また、身元調査によって収集される情報の中には、無責任な風評・予断・偏見が入り込んだ情報が
含まれることがあり、それによって採用が左右されるおそれがあります。
　このようなことから、結果として身元調査は就職差別につながるおそれがあります。
（注2）現住所の略図等

　「現住所（自宅付近）の略図等の提出」を求めることは、居住地域の状況などを把握したり「⑫身
元調査」に利用される危険性があります。通勤経路の把握などのために用いる場合は、入社後におい
て必要に応じて把握すれば足り、採用選考時に把握する合理性はありません。

【⑬社用紙】→P56 Ⅳ－4「応募の受付け（応募書類・エントリーシート）」参照
　雇用主が独自に作成した応募書類（「社用紙」）は、例えば本籍地や家庭状況を記入させるなど、就
職差別につながるおそれのある事項が含まれている場合がみられます。
　このため、新規中卒・高卒予定者の場合、就職差別につながるおそれのある事項が含まれない応募
用紙としてそれぞれ「職業相談票（乙）」「全国高等学校統一応募用紙」が全国統一的に定められて
いますので、それを使用し「社用紙」は使わないようにしてください。
　また、新規大卒等予定者の場合は、厚生労働省が示す「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考
例」に基づいた応募社用紙（履歴書、自己紹介書）、または、「厚生労働省履歴書様式例」の使用を
推奨するとともに、一般求職者の場合は「厚生労働省履歴書様式例」の使用を推奨しています。
（P127~129）

【⑭採用選考時の健康診断／（注3）健康診断書の提出】

　労働安全衛生規則第43条に「雇入時の健康診断」が規定されていることを理由に、採用選考時にお
いて一律に血液検査等の「健康診断」を実施する（「健康診断書の提出」を求める）事例が見受けられ
ます。
　しかし、この「雇入時の健康診断」は、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入
職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に実施することを義務づけたも
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のではなく、また、応募者の採否を決定するものでもありません。
　採用選考時における血液検査等の「健康診断」は、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない
事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそれがあります。
　採用選考時における「健康診断」は、その必要性を慎重に検討し、それが応募者の適性と能力を判
断する上で合理的かつ客観的に必要である場合を除いて実施しないようお願いします。
　なお、真に必要な場合であっても、応募者に対して検査内容とその必要性についてあらかじめ十分
な説明を行ったうえで実施することが求められます。

  〈ウイルス性肝炎〉
　ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは
　考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はあり
　ません。肝炎ウイルスの持続感染者等に対する差別は、偏見を基礎にしたものであるといえます。
　したがって、採用選考時において、肝炎ウイルス検査（血液検査）を含む合理的必要性のない「健康診断」を
　実施することは、結果として肝炎ウイルスの持続感染者等に対する就職差別につながるおそれがあります。

  〈色覚多様性（色覚異常）について〉
　色覚検査において異常と判別された方の大半は、支障なく業務を行うことが可能であることが明らかになって
　きております。しかしながら、このような方が業務に特別の支障がない場合であっても、事業主が採用を制限
　する事例も見受けられることから、労働安全衛生規則等の改正（平成13年10月）により、「雇入時の健康診
　断」の項目としての色覚検査が廃止されました。
　従業員を雇い入れる際には、「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の内容を
　詳細に記述するようにするとともに、採用選考時において、色覚検査を含む「健康診断」を行うことについて
　は、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、就職差別につながらないよう注意してください。

  〈遺伝子検査について〉
　最近、医療機関において、がんや難病等の治療を目的とした遺伝子検査が行われています。また、医療機関を
　介さずに、唾液、爪、毛髪等から、がん、高血圧病、糖尿病などの病気のなりやすさ、肥満やお酒の強さなど
　の体質等を検査する遺伝子関連サービスも広まりつつあります。
　一方、これらの検査で判明した遺伝情報や家族歴（家族の病気に関する記録）等で就職を断られたり、就職希
　望先から提出を求められたりするケースが報告されています。
　そもそも遺伝情報は両親から引き継いだもので本人が決めることのできないものです。さらに、病気のなりや
　すさなどの中には、遺伝要因だけではなく生活習慣などの環境要因に大きく左右されるものもあります。
　採用選考の際に、応募者の遺伝情報を利用することは、本人に責任のない事項を採否に影響させることにな
　り、就職差別につながるおそれがあります。したがって、採用選考の際に、遺伝情報を取得したり、利用した
　りしないでください。

問題事例　応募者全員に血液検査を実施

〈考え方〉

　この事業所では、新規高等学校卒業予定者の採用選考時に応募者全員に血液検査を実施していました。理由を聞
いてみると、高所の作業が多く貧血の人では危険なので必要だと判断したと回答しています。
　しかしながら、高所の作業は技術職の人に限られ、事務職の人は行わないことが判明しました。
　このケースでは少なくとも事務職の応募者には血液検査を実施する必要性は認められず、技術職の応募者に対し
ても、適性・能力を判断する上で合理的かつ客観的にその必要性が認められる範囲内のものかどうかは疑問です。
採用試験を実施する時は、採用予定の職種ごとに、どの程度の能力や身体条件等が必要なのかをよく考える必要が
あります。

問題事例　既往歴についての質問

〈考え方〉

　この企業では、事前に応募者の健康状態を知り、採用後の配置について配慮するため既往歴（過去の病歴）を質
問していました。
　既往歴の確認については、
　○過去の病歴が現在の業務を遂行する適性・能力の判断には通常結びつかないこと、
　○完治により就労に問題がない場合でも病気等のもつ社会的なイメージにより不採用としてしまうおそれがあること、
　○企業が適正配置というつもりで確認していても、応募者、特に既往歴がある方からすると、そういった質問をさ
れることにより不採用とされてしまうのではないかという不安を生じさせること、
等から就職差別につながるおそれがあります。


